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○浅沼厚生科学課長 傍聴の皆様にお知らせします。 

 傍聴に当たりましては、既にお配りしています注意事項をお守りくださいますようお願

いいたします。 

 それでは定刻になりましたので、ただいまから、第２回「厚生労働省国立研究開発法人

審議会」を開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙の折、御出席いただきましてまことにありがとう

ございます。 

 私、厚生労働省大臣官房厚生科学課長の浅沼でございます。会長の御選出までの間、議

事進行役を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに委員の御紹介をさせていただきます。お名前を五十音順に御紹介いたします。 

 一条委員です。 

○一条委員 一条です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○浅沼厚生科学課長 内山委員でございます。 

○内山委員 内山です。よろしくお願いいたします。 

○浅沼厚生科学課長 金倉委員でございます。 

○金倉委員 金倉です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○浅沼厚生科学課長 斎藤委員でございます。 

○斎藤委員 よろしくお願いいたします。 

○浅沼厚生科学課長 祖父江委員でございます。 

○祖父江委員 祖父江です。よろしくお願いいたします。 

○浅沼厚生科学課長 永井委員でございます。 

○永井委員 よろしくお願いいたします。 

○浅沼厚生科学課長 花井委員でございます。 

○花井委員 よろしくお願いします。 

○浅沼厚生科学課長 深見委員でございます。 

○深見委員 深見でございます。よろしくお願いいたします。 

○浅沼厚生科学課長 藤川委員でございます。 

○藤川委員 よろしくお願いします。 

○浅沼厚生科学課長 本田委員でございます。 

○本田委員 本田です。よろしくお願いします。 

○浅沼厚生科学課長 丸山委員は今、おくれていると思いますが、間もなく到着と思われ

ます。 

 なお、本日は欠席でございますが、大西委員、定本委員、清水委員、福井委員にも委員

をお願いしております。 

 以上、15名の方々に委員をお願いしているところでございます。 

 続きまして、事務局を紹介いたします。 
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 大臣官房審議官の佐原でございます。 

○佐原大臣官房審議官 佐原です。よろしくお願いします。 

○浅沼厚生科学課長 政策統括官、政策評価官の牧野でございます。 

○牧野政策評価官 牧野です。どうぞよろしくお願いします。 

○浅沼厚生科学課長 なお、医政局経営支援課長の佐藤は、本日出張のため欠席です。 

 次に、本日の定足数についてございます。 

 本日、４名の委員が欠席となっております。今、１名おくれておりますが、国立研究開

発法人審議会令第６条第２号に照らし、有効に成立していますことを御報告いたします。 

 それでは、議事に入ります前に、本審議会の開催に当たりまして、大臣官房審議官の佐

原から御挨拶させていただきます。 

○佐原大臣官房審議官 皆さん、こんにちは。 

 きょうは、お暑い中、お集まりをいただきまして、ありがとうございます。 

 また、本審議会に御就任をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 平成27年４月に独立行政法人通則法が改正されまして、新たに研究開発を主たる業務と

する独立行政法人として、国立研究開発法人が設置されております。 

 本審議会は、厚生労働省が所管する国立研究開発法人につきまして、厚生労働大臣が評

価を行うに当たりまして、助言等を行う機関として、独法通則法に基づき、設置された審

議会になります。 

 国立研究開発法人は、第１の目的を研究開発成果の最大化としているところでありまし

て、国民の皆様の生活、経済、文化の健全な発展その他の公益に資する研究開発成果の創

出を国全体として最大化するということとされております。 

 個々の法人についての評価をお願いすることになると思いますが、平成28年度の業務実

績評価につきましては、医薬基盤・健康・栄養研究所につきましては、この下に設けられ

ます厚生科学研究評価部会において、また、ナショナルセンター、国立高度専門医療研究

センターにおきましては、高度専門医療評価部会にお願いをするということとしておりま

す。 

 委員の皆様方には国立研究開発法人の研究成果を最大限に実施できるよう、御専門の立

場から御審議をいただきますようよろしくお願いいたします。 

○浅沼厚生科学課長 ありがとうございました。 

 次に、本日の資料でございます。机上のタブレットでごらんいただくことに今回からな

っております。 

 議事次第のほか、資料を申し上げますと、 

 資料１   厚生労働省国立研究開発法人審議会委員名簿 

 資料２   国立研究開発法人審議会について 

 資料３－１ 独立行政法人の評価に関するスキーム等 

 資料３－２ 独立行政法人の評価に関する指針（抜粋） 
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 資料３－３ 平成26年度評価等についての点検結果 

 資料３－４ 平成27年度評価等についての点検結果 

 参考資料１ 厚生労働省国立研究開発法人審議会令 

 参考資料２ 厚生労働省国立研究開発法人審議会運営規程 

 参考資料３ 部会の決議をもって審議会の議決とすることができる事項について 

 参考資料４ 議決権の特例等について 

 参考資料５ 厚生労働省国立研究開発法人審議会の会議の公開に関する規程 

 参考資料６ 独立行政法人通則法（抄） 

 参考資料７ 国立研究開発法人機関の概要 

となっております。 

 それでは、本日の議事についてですが、お手元の議事次第をごらんください。議事の１

番目といたしまして、本審議会の会長の選出及び会長代行の指名を行います。 

 議事の２といたしまして、本審議会の役割について、事務局から説明いたします。 

 議事の３としまして、国立研究開発法人の２つの部会で御議論いただきます平成28年度

業務実績評価方針等について、牧野政策評価官から説明いたします。 

 本日は以上のような流れになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは議題１の「会長の選出及び会長代理の指名について」お諮りしたいと思います。

会長の選出につきましては、参考資料１の「厚生労働省国立研究開発法人審議会令」第４

条に「審議会の会長を置き、委員（外国人である委員を除く。）のうちから、委員が選挙

する」と規定されています。 

 選出の方法については、委員の互選という形になっておりますので、お諮りしたいと思

います。 

 一条委員、お願いします。 

○一条委員 僭越ですけれども、これまでの臨床経験それから研究実績並びに国立研究開

発法人審議会の会長の御経験などを踏まえまして、永井良三先生を御推薦させていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

（拍  手） 

○浅沼厚生科学課長 ただいま、一条委員から永井委員に会長をお願いしたらという御発

言がございました。また、拍手もありまして、異議がないということですので、永井委員

に本審議会の会長をお願いしたいと存じます。 

 御手数ですが、永井委員は会長席へ席の移動をお願いいたします。 

（永井会長、会長席へ移動） 

○永井会長 ただいま、会長という大役を仰せつかりました永井でございます。 

 社会的にも非常に重要な審議会でございますので、皆様のお力をいただきまして、円滑

に議事を進めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議事を進めてまいります。参考資料１をごらんください。国立研究開発
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法人審議会令第４条第３項に、会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじ

め指名する委員が会長の職務を代理するとされております。この会長代理については、金

倉委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、金倉先生、こちらにお移りください。 

（金倉会長代理、会長代理席へ移動） 

○永井委員 では一言。 

○金倉会長代理 会長に何かあるということは思っておりませんが、多少とも補助できれ

ばと思っております。よろしくお願いいたします。 

○永井委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、議事の２にまいります。「国立研究開発法人審議会の役割について」であります。

事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○浅沼厚生科学課長 国立研究開発法人審議会の役割につきまして、御説明をさせていた

だきたいと思います。 

 タブレットの資料２をお開きいただきたいと思います。「国立研究開発法人審議会につ

いて」という資料でございます。 

 右方にページ数を打っておりますが、１ページ目「国立研究開発法人制度について」で

ございます。 

 独立行政法人は、公共上、確実に実施されることが必要な事務・事業のうち、国が直接

実施する必要はないが、民間の主体に委ねると実施されないおそれがあるものなどを実施

しております。 

 平成27年の４月からは、研究開発の長期性、不確実性、予見不可能性、専門性などの特

性から、ほかの独法とは異なる取り扱いの必要性が認識されました。研究開発を主たる事

業とする独立行政法人が、新たに「国立研究開発法人」と位置づけられることになりまし

た。 

 国立研究開発法人には、研究開発の特性を踏まえまして、独立行政法人とは異なる法制

上の措置が与えられているところでございます。 

 その下の図を見ていただくとわかりますが、国の中から企画立案部門と実施部門、その

実施部門の中で、国自らが主体となって直接実施しなければばらないものというのが、企

画立案部門と一緒に国がやること。先ほど申し上げたとおり、民間の主体に委ねた場合、

必ずしも実施されないおそれがあり、実施されないときには、国民生活及び、社会経済の

安定等に支障が生じるもの。これが独立行政法人が行う業務でございまして、現時点では

全87法人がございます。 

 また、民間の主体に委ねることが可能なものは、民間にお願いしているところでござい

ます。 

 独立行政法人のうち、３つの法人、「中期目標管理法人」「国立研究開発法人」「行政

執行法人」に分かれております。 
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 中期目標管理法人は、「多様なサービスの提供を通じて、公共の利益を増進する法人」

となっておりますし、行政執行法人は「国の相当な関与の下に事務・事業を確実・正確に

執行することを目的とする法人」でございます。 

 今回、委員の皆様にお願いするのは、国立研究開発法人のことでございまして、研究開

発に係る事務・事業を主要事務とし、研究開発の成果の最大化を目的とする法人でござい

ます。厚生労働省の所管法人は７法人でございます。ちなみに、全府省庁で27法人ござい

ます。 

 続きまして、資料の２ページ目「独立行政法人評価の制度改正」でございます。評価主

体が独立行政法人評価委員会から厚生労働大臣へ直に評価することになりました。つきま

しては、同委員会は廃止されることとなりました。 

 厚生労働大臣の評価等に当たりましては、科学的専門性・多様性の観点から御助言いた

だく機関としまして、「厚生労働省国立研究開発法人審議会」この審議会を新設すること

となりまして、平成27年４月１日からは右の図のように評価制度が変わっております。 

 続きまして資料の３ページ目「国立研究開発法人制度に係る新旧制度の比較」でござい

ます。 

 旧制度と新制度の比較になっておりますが、法人類型につきましては、今までは独立行

政法人全般、全法人一律の性格だったものを、新制度になりまして、国立研究開発法人、

ほかには先ほど申し上げた２法人とは別のものということで、国立研究開発法人を対象と

する。 

 目的につきましては、独立行政法人ですので、旧制度では効率的かつ効果的に対応する

こととなっておりますけれども、国立研究開発法人におきましては、研究開発の最大限の

成果を確保するということが目的となっております。 

 目標策定・業績評価に関しましては、旧制度におきましては、目標期間は３～５年。目

標の記載内容については、サービスその他業務の質の向上など。評価主体としましては、

独法評価委員会ということでございました。 

 これが新制度になりまして、目標期間は５～７年、目標記載内容につきましては、研究

開発の成果の最大化その他業務の質の向上等。評価の主体は、先ほど申し上げたとおり、

厚生労働大臣でございます。総合科学技術会議・イノベーション会議というのが関与して

くるということになっております。 

 続きまして、４ページ目です。先ほど３つの法人に分かれていると申しましたけれども、

厚生労働省につきましては、行政執行法人に該当するものはございません。中期目標管理

法人、国立研究開発法人の２つに分かれます。 

 中期目標管理法人につきましては、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構（PMDA）な

ど、資料に書かれている資料が中期目標管理法人として存在しておりまして、これにつき

ましては、厚生労働省の中にある「独立行政法人評価に関する有識者会議」で評価をして

いただくことになっております。 
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 国立研究開発法人は、大きく分けると２つに分かれますけれども、全部で７法人でござ

います。医薬基盤・健康・栄養研究所、それと国立高度専門医療研究センターが６法人あ

ります。国立がん研究センター、国立循環器病研究センターなど、こちらに記載されてい

ます６法人が国立高度専門医療研究センターとして現在も業務に励んでおります。 

 この７法人につきまして、国立研究開発法人審議会、当審議会で評価を御助言いただく

ことになります。 

 ５ページ目は、先ほども何度か繰り返しているところでございますが、国立研究開発法

人審議会を新設し、従来の独立行政法人評価委員会は廃止して、厚生労働省におきまして

は国立研究開発法人の７法人についてのマル１中長期目標の策定、マル２中長期計画の認

可、マル３業務実績の評価、マル４組織・業務全般の見直しに当たって、科学的知見・国

際水準等に即して、厚生労働大臣に御助言いただくというふうになっておるところでござ

います。 

 ６ページ目で、当審議会に期待される役割でございます。 

 まず１点目でございますが、国立研究開発法人につきましては、研究開発の持つ長期性、

不確実性、予見不可能性、専門性といった特性を踏まえた目標の設定、評価を行うことが

これまで以上に求められる。 

 ２点目でございますが、そのため、この審議会におきましては、研究開発領域や研究開

発に係る国際動向、法人のマネジメント等の御知見、御経験を生かし、国立研究開発法人

に係る目標設定、評価等が科学的知見や国際的水準等に即したものとなるよう、所管大臣

の決定、厚生労働大臣の決定に際して御助力いただくために設置されたものでございます。 

 国立研究開発法人審議会というのは、同法人においてその第一の目的である「研究開発

成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保」とを両立した運営が成さ

れるよう提言を行っていくことが期待されているものでございまして、本審議会にも同様

の期待がされています。 

 また、審議に当たりまして３つの点をお願いさせていただきたいと思います。 

 １点目といたしましては、研究開発は機械的に効率性を図るだけではなく、「研究開発

成果の最大化」を促すことにはならないことから、質的・量的、科学技術的・経済的・社

会的、国際的・国内的、短期的・長期的な観点から、総合的に御検討をいただきたい。 

 ２点目といたしましては、研究開発は創造的な業務であり、必ずしも時間に応じた事業

の進捗、成果の創出等が期待できないことへの御配慮もいただきたい。 

 ３点目といたしましては、各研究開発法人に対する御意見のほかに、国による制度運用

の改善についてもぜひ御検討いただくなど、国立研究開発法人の機能強化に向けまして、

積極的な御貢献をお願いしたいと考えているところでございます。 

 ７ページ目の資料でございます。本年度のスケジュールの予定をお示ししております。

今、７月でございまして、７月前に７法人から平成28年度の実績に対する自己評価書を提

出いただいております。今月、この審議会をきょう開催しておりますが、この後「厚生科
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学研究評価部会」それと「高度専門医療研究評価部会」という２つの部会に分かれていた

だきまして、この２つの部会で法人ごとに対しまして業務の実績評価、年度評価をしてい

ただきます。 

 予定としましては、８月２日に厚生科学研究評価部会、８月２日、７日、８日、どうし

ても高度専門医療研究評価部会のほうは法人が６もございますので、ちょっと多目の開催

を予定しているところでございまして、こちらで御助言がまとまり次第、業務の実績評価

を進めさせていただきたいというふうに思っております。 

 最後、８ページ目でございます。今も申し上げましたスケジュールを縦列で流れがわか

るようにしたものでございます。先ほど申し上げたとおりでございまして、各委員の皆様

方に法人が作成した自己評価書あるいは関係資料を御送付いたします。 

 ２つの部会に分かれていただきましたので、各部会ごとに各法人から自己評価書に基づ

いたヒアリング、さらにその評価書をベースにした厚生労働省の評価案につきまして御審

議をいただき、評価案につきまして、部会としての意見をとりまとめていただきます。 

 その中におきまして、各法人に共通すると考えられる課題、特に医療関係の法人につき

ましては共通する課題が考えられますので、そういったものがあれば御一緒に検討をお願

いしたいと思います。 

 また、審議会を開催いたしまして、各部会長からこの意見についての御説明をいただき、

この審議会といたしまして、業務の実績評価への御意見を決定していただき、その決定を

踏まえまして、厚生労働大臣として各法人の業務の実績評価を決定させていただきたいと

考えている次第でございます。 

 審議会の目的及び審議のスケジュール、業務の流れにつきましては、今、御説明したと

おりでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○永井会長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの御説明に対して御質問、御意見をいただければと思います。よろ

しいでしょうか。もう既に皆様経験がおありですので、概略はおわかりかと思います。も

し、御意見、御質問がございませんでしたら、先へ進ませていただきます。 

 議事の３「平成28年度業務実績評価方針等について」ということで、よろしくお願いい

たします。 

○牧野政策評価官 牧野と申します。 

 私のほうから、資料３－１～３－４に沿いまして、評価の方法について若干の御説明を

させていただきます。座って説明させていただきます。 

 まず、資料の３－１の１枚目は「独立行政法人の評価に関するスキーム」というのを入

れておりますけれども、これは、平成27年から大きくスキームが変わりましたという話で、

今の厚生科学課長の御説明と重複するところがありますので、説明は省略させていただき

ます。 

 ２枚目の「独立行政法人の評価について」というところから簡単に説明していきたいと
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思います。 

 ２枚目のところは、中期目標管理法人という、一番数が多い法人を念頭に置いた図にな

ったおりますけれども、大枠はどの法人も同じということで御説明させていただきます。

まず、左側に【評価項目】というものがありますけれども、中期目標に沿いまして、各法

人が評価項目を設定しておりますので、それに沿いまして真ん中の【項目別評定】という

ところを自己評価、それを踏まえて主務大臣評価という形で行っていきます。 

 評価の方法ですけれども、５段階、Ｓ～Ｄによる評定を行うということになっておりま

して、赤字で書いておりますけれども、Ｂを標準とするということがポイントでございま

す。中期目標管理法人の場合は下に書いておりますけれども、目標値の100％以上、120％

未満の場合にＢ評定ということで、相当精いっぱい頑張って合格水準というところがＢと

いうのが大原則でございます。 

 この項目別評定をもとに、赤枠でございますけれども、全体の【総合評定】というもの

をつけていくというような流れになっております。 

 ３－２を飛ばして３－３をごらんいただきたいのですけれども、今回していただく評価

というのは、制度が変わって３回目の評価になるわけでございますが、１回目の評価につ

きまして、総務省の独立行政法人制度の評価委員会というとことから、各省の評価結果に

ついて点検が行われまして、点検結果について１枚目で要約をしております。 

 指摘の内容は、全省庁の評定項目というのを５段階で分けてみたところ、Ａ以上の割合

というのは表の一番上の20.9％であった。ただ、厚生労働省は名指しでかなりＡ以上の割

合というのが高く、わかりにくいのですけれども、表の２行下に書いてありますが、47.8％

がＡ以上の評価であったということです。ほかの外務省、経産省のような高いところを除

くと省庁平均としてはＡ以上の割合が13.8％であったということでございます。 

 さらに、Ａ以上の評定を点検したところ、下の青い枠のところの一番左上の欄をごらん

いただきたいと思いますけれども、例えば、定性的な業務実績に基づいて「Ａ」評定以上

としているが、その根拠・理由が不明確である。要は、Ａ以上とする場合には、きちんと

根拠・理由を明確にしてほしいのに、それをしていないというような指摘がございました。 

 それから、ちょっと飛ばしますけれども、資料３－４になりますが、２回目の評価に対

しての点検結果が出ております。これにつきましては厚生労働省を名指しということはな

かったのですが、見にくいかもしれないですけれども、２枚目の２段落目あたりに、先ほ

どと同じような指摘なのですが「『Ａ』評定以上の評定が付されているものの中には、一

部において、取り組みの内容については記述されているものの目標に対する取り組みの実

績や成果の達成度合いについて具体的、客観的な説明がないなど」根拠・理由が説明され

ていないという指摘があったところでございます。 

 これを踏まえて、国立研究開発法人の評価の方法について、改めて資料３－２を使って

御説明をさせていただきたいと思います。 

 大体、法人の自己評価はかなり高目の評価が多く、Ａ以上の評価をしてくるケースが多
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いので、Ｃ、Ｄは余り説明せず、Ｂ以上を中心に説明をさせていただきたいと思います。 

 原則、先ほど説明したとおりＢが標準でございまして、左の赤枠、これは研究開発に係

る事務及び事業につきましては、赤枠のような基準で評価してくださいということが総務

省の評価指針で出ております。 

 Ｂのところをごらんいただきたいのですけれども、「適正、効果的かつ効率的な業務運

営の下で、『研究開発成果の最大化』に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等

が認められ、着実な業務運営がなされている」となっております。 

 つまり「適正、効果的かつ効率的な業務運営」が一応必須要件になっておりまして、こ

れが満たされていないとＣかＤになってしまうというのが一つのポイントでございます。 

 もう一つは、成果の創出が認められて、それに向けて着実な業務運営がなされていると

いうことで、当初、見込まれた成果に向けてきちんとやっているということであれば全て

Ｂというのが標準でございます。これに加えてＡになるにはどういう要件が必要かという

と、実はＢとほとんど表現が変わらないのですけれども、単なる成果ではなく「顕著な成

果の創出」が認められるというところがＢかＡかの判断のポイントになる。 

 したがいまして、委員の先生には、顕著な成果が出ると認められるかどうかというとこ

ろを中心に見ていただいて、顕著な成果と認められる根拠・理由を明らかにしていただく

というところをぜひ、見ていただきたいと思います。 

 さらに上のＳに行きますと、今度は顕著な成果ではなく「特に顕著な成果」となってお

りまして、この「顕著」と「特に顕著」というのが、何がどう違うのかよくわからないと

思うのですけれども、これにつきましては、右側にＳの事例というのが出ております。 

 例えば、取り組み・成果の意義では、世界で初めてとか従来の概念を覆すとか、世界最

高水準とかキーワードを赤字にしておりますけれども、まさにノーベル賞級のような成果

を期待されている。あるいは、世界初の成果の実用化に向けて大幅に進展しているとか、

あるいは３ポツ目ですけれども、公的機関の基準・方針などに反映されるという、要は社

会生活に対しても著しい影響を与えるとか、相当程度大きな成果を与えるというのがＳ評

価になります。 

 Ａ評価というのはその下の吹き出しになりますけれども、Ｓ評定には至らないが成果の

発見によって相当程度の意義、成果、貢献があるというところがＡ評定になるということ

で、ここまで説明してもなかなか抽象的なところが多いかと思うのですけれども、Ａ以上

にする場合に、要は、顕著な成果があるところをはっきりさせていただきたいというとこ

ろを改めてお願いしたいということでございます。 

 「研究開発に係る事務及び事業以外」が下の赤い箱になります。これは中期目標管理法

人に準ずる評価方法となります。ここは簡単に御説明しますけれども、ものによっては定

量的な指標を設定しているものがございます。これにつきましては、目標値の何パーセン

ト以上を達成しているかというのが主たる判断基準になります。Ｂは100％以上120％未満。

Ａが120％以上、Ｓが120％以上に加えて質的に顕著な成果があるということでございまし
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て、特にＳ評価にするためには、質的に顕著な成果というのは、何をやったというアウト

プットではなく、こういう影響があったというアウトカムをきちんと説明できているかと

いうことを御判断いただきたいと思っております。 

 それから【定量的指標の設定が困難な項目】につきましては、原則的にはＳ評価という

のはなしでございます。目標水準を満たしていれば、原則的にはＢ評価でございます。 

 Ａ評価につきましては、難易度を高く設定した項目について目標水準を満たしていると

いうことなのですけれども、現時点では厚生労働省の所管法人では、総務省認定の難易度

の設定というものがございませんので、もしＡ評価にする場合には、その目標自体が難易

度が高いかどうかということも御判断いただいた上で、この項目は難易度が高いので、目

標水準を満たしているだけでＡ評価という御判断をいただくことになるかと思います。 

 評価区分についての御説明は、簡単ですが以上でございます。 

○永井会長 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。なかなか難しい判断基準なのですが、少なくとも理由は書かないと

いけないですね。ＡとかＳの場合には特に丁寧に書く必要がある。 

○牧野政策評価官 そうですね。特に丁寧に書いていただきたいというのが今回のお願い

でございます。 

○永井会長 その場合に、「顕著」か「特に顕著」かというところはどうなのでしょう。 

 どうぞ。 

○花井委員 これまでも経緯でいろいろ理解はしているつもりなのですが、いつも困難な

のは単年度ごとに毎回評価していて、中期目標は長期的な目標を立てていて、ものによっ

ては初年度に中期目標数値を達成してしまえばこれはもうＳクラスになるような。しかし、

それは目標設定自体が低過ぎたという問題もあり、単年度ごとに中期目標を反映した定量

的な目標値というのを明確に設定していただければ、こちらもそんなに考えなくてもいい

のです。必ずしもそこが単年度の目標という設定と中期計画との目標設定が違うと、単年

度評価なので、ことしは何をしたのかというような評価をしないといけないので、それが

難しい。中期目標全体の中ではもうできているのだったら、これはもうＳでいいではない

かという議論があるかもしれないし、かといって、次の年がどうなるかわからないという

のもある。 

 それから６独法に関しては、実は研究開発といいながら、多くの療養提供という、保険

療養を提供している。つまり、単なる病院だという機能があるわけです。すると、ここに

ついてはもうはっきり言うと、普通の病院としての評価。しかしながら、臨床研究とかTR

というのは両方の相乗効果もあるので、そこもきっちり切り分けられなくて、その特殊性

を勘案してこちらも評価しないと結構辛過ぎるというのがある。 

 それからもう一つは、これは実務的なお願いなのですが、各独法には本省のほうから事

務方でいろいろ出向しておられますね。はっきり言って、理事長先生は立派な方なわけで

す。その先生がプレゼンテーションで本当はＳをつけたいけれども断腸の思いでＡにしま
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したと言ったＡをＢにするというのは、こちらも相当慚愧の念に堪えないです。なので、

ある程度、ことしもＳを、これはＳに違いないというふうに、しかもおっしゃっている先

生方は、立派な先生がそうおっしゃっているわけです。それに対して、Ａにするぐらいは

許されるのですけれども、この記述だとＢということになってしまうところが。相当評価

する側も厳しいので、自己評価をちゃんとある程度出していただかないと厳しいというの

は、実務的レベルでのお願いなのです。そういうところがこちらの評価の困難さというの

があるのではないかと思います。 

○牧野政策評価官 では、お答えできる範囲でお答えします。 

 確かに中期的目標が設定されている中で毎年評価をしていきますので、中期目標との関

係で難しい判断という部分があると思うのですが、先ほどおっしゃった、例えば途中で達

成してしまったケースというのは、今、おっしゃったとおり、中期目標自体が甘かったの

ではないかということもぜひ御判断をいただきたいと思います。その先、評価に反映させ

るという方法と、よくやっているのでＡ評価だけれども、目標自体が甘過ぎるのではない

かというコメントをつける方法と、最終的な評価にはやり方は幾つかあると思うのです。

必ずしも決まったものがあるわけではないですけれども、目標が甘過ぎるということであ

れば、それを先生方にもぜひコメントをいただけますと、次の目標設定に反映するとが可

能になりますので、その点は御意見があればぜひいただきたいと思います。 

 特に研究開発法人というのは、長期的な研究をしていきますので、年度途中ではなかな

か成果が出ていないということはあるかと思いますけれども、それは長期的に見て将来的

な成果の創出に向けてきちんと進んでいるということがわかればＢ評価ということでよろ

しいかと思います。 

 ものによって評価が難しいところはあるかもしれませんけれども、与えられた業務を一

生懸命やっている、いろいろ工夫しながらやっていますという説明が法人のほうからはあ

ると思います。ことしはこんな工夫をしましたとか、こういう業務の特殊性に応じてこう

いうことを新たにやってみましたという説明はあると思うのですけれども、基本的には一

生懸命やりましたいうのは全てＢ評価ということになります。 

 それから、確かに独法の自己評価が今、非常に高い傾向がありまして、確かにこんなに

一生懸命頑張ったのでＡです、Ｓですという評価をされると、たたき切るのが大変申しわ

けないような感じになるのですけれども、そのあたりは政策評価官室のほうでも、できる

だけこの評価基準を理解いただくようにということでお願いはしているところではあるの

ですが、委員の先生からも一言諭していただくと大変ありがたいと思います。 

 以上でございます。 

○永井会長 はい、一條委員どうぞ。 

○一條委員 ちょっとよくわからないのですけれども、結局、法人の自己評価が原則Ｂで

あるということは通達が十分されていて、それが徹底されているのかどうか。それによっ

てかなり大きく変わってくるような気がするのですけれども、それはいかがでしょうか。 



13 

 

○牧野政策評価官 法人の所管課を通じて評価基準については徹底しているつもりではあ

るのですけれども、ルールはわかっているのですが、法人の成果のアピールなり、内部の

士気向上なのでしょうか、そういう観点からぜひＡ評価がほしいというような声はよくい

ただきます。 

○一條委員 でも、Ｂが原則であるというのがコモンセンスになりさえすれば、別にＢで

よかったという考えも当然あるわけですね。それはやはり、もうちょっとわかってもらえ

るといいような気がするのです。それがあれば、逆に言うとこちらが評価するときもそこ

とのそごというか、先生方、理事長の人たちの気持ちを斟酌しなくてもちゃんとＢがつけ

られるのではないかなと思うのです。よっぽどではないとＳ、Ａはないという。それが共

通認識としてあるということは多分、今後は大事になっていくのかな。前回の評価のとき

にもそのことが話題になったことを覚えています。 

○牧野政策評価官 事務方としても、できるだけ考え方を徹底してまいりたいと思ってお

ります。 

○永井会長 斎藤委員、どうぞ。 

○斎藤委員 高度専門医療の特殊性だと思うのですが、世界初が意外と多くございます。

世界初はＳということがきちんとここに書いてあると、どうしてもＳ評価が多くなるので

すね。ですから、甘過ぎると言われても、世界初はＳでしょうということになってしまい

ます。 

 例えば、同じ厚労省の管轄でも、GPIFは資金運用をしていて世界初というのはあり得な

いわけです。そういうようなところと、高度専門医療のところとを同じ評価軸で評価する

となると、どうしても甘い言われる評価になってしまいます。そのあたりは評価軸自体を

まず整理していただいたほうがいいのかなという気がいたします。 

○永井会長 いかがでしょうか。 

○牧野政策評価官 そのあたりは、まさに先生方の御知見をおかりしたいところもあるの

です。赤字にしておりませんけれども、「世界で初めての成果や従来の概念を覆す成果な

どによる当該分野でのブレークスルー、画期性をもたらす」ということで、いろいろな世

界で初めてというものがあると思うのですが、その分野のブレークスルーをもたらすとい

うところまでちゃんと評価できるか。小さな世界初というのもいろいろあると思うのです

けれども、ただ、Ｓ評価に値するというところを、先生方の御知見をおかりしながらぜひ、

御意見をいただきたいと思います。 

 済みません。なかなか明確な基準が総務省でも定めておらず、我々でも定められないの

でそこをぜひ、先生の御意見をいただきたいと思うのです。 

○永井会長 祖父江委員、どうぞ。 

○祖父江委員 明確な基準がないという感じがますますしてきたのですけれども、今の個

別の問題についてＳ、Ａ、Ｂ、Ｃということはある程度わかるのですが、これは非常にた

くさんの項目を並列で評価しますね。そうすると、法人によっては予算の規模も違うし、
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人数とかいろいろなバックグラウンドが非常に違っているわけです。トータルとしての評

価ということは余り考えてはいなくて、個別の評価だけで最終の法人評価をやろうという

ことですか。 

○牧野政策評価官 はい、そうです。 

○祖父江委員 一つ一つについて。 

○牧野政策評価官 個別の項目ごとに。 

○祖父江委員 そうすると、10あったときに、あるものについては非常にずば抜けてＳだ。

あるもののところはＣとかＤだったということが出ますね。 

○牧野政策評価官 それはあり得ます。 

○祖父江委員 法人のアクティビティーとしてはどうやって総合的に評価するのですか。 

○牧野政策評価官 総合評価につきましては、最終的に個別評価を総合して総合評価とい

う一つの評価が出てくるのですけれども、ある程度点数化して機械的に評価するような形

にはなります。 

○祖父江委員 そうすると、全体に厚く広く世界のトップをやることができる規模とか予

算とか人員がそろっている法人と、そうではない、後で規模か何かの一覧表が出ますけれ

ども、かなり違いますね。だけど、評価基準としては世界標準とか、今のように世界で初

めてとか、一律の評価を当てているので、そこの法人としてどう評価していくかというこ

となのですけれども、先ほどのお話のように、目標に対して頑張っていればいいという評

価にならざるを得ないということですか。だけど、世界標準を抜いているとか、その辺が

非常に錯綜している感じがするのです。 

○牧野政策評価官 研究開発に関しては、例えばＳ評価であれば世界標準という形にはな

るのですけれども、例えば業務の効率化とかそのあたりになりますと、小さな法人はそれ

なりに能力の限界がありますので、法人のキャパシティーに応じた業務の効率化の目標な

り何なりというのが当然出てくるとは思います。その中で、例えばこの法人としては難易

度が高い目標。大きな法人であれば簡単に達成できるようなことであっても、この法人で

あれば難しいというところは若干高目の評価をするということは、それはある程度、法人

の能力に応じた評価があるかと思います。 

○祖父江委員 例えば、これは大学でも言えるのですけれども、規模の大きい大学だと、

世界を抜く研究が10本出ている。規模の小さいところだと５本しか出ていない。だから、

それは人数割りしたりとか、そういうこともやることはあるのですけれども、そういうこ

とはやらないわけですね。 

○牧野政策評価官 人数割りですか。そこまでは明確な基準はないので、済みません。 

○永井会長 ナショナルセンターは、研究部門と臨床部門両方を持っていますし、人数も

たくさんいますから、パワー、エネルギーは高いのです。どうしてもＳ、Ａが多くなるの

もやむを得ないというところもあるのです。ただ、過去の記録を見ますと、厚生労働省関

係はＳとＡが多いようです。ほかの省庁は13％ということです。 
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 また、世界初といってもインパクトの大きさというのがあるのではないかと思います。

当然研究者ですから、世界初のことをやっているわけです。しかもそれが臨床現場でもい

ろいろ使われるのだということになれば、これは実は非常に意味があるわけです。一方で、

よくある程度の世界初とめったにない世界初とありますから、その辺を少し調整する必要

があると思います。 

 昨年は、Sは少し減ったのではないかと思います。自己評価のほうも大分Ｂをつけていた

だいたということがあって、平成26年度のときほどは問題になっていません。ですが、基

本的には普通にやっていればＢでも十分ですということを各施設にもお伝えすることが大

事と思います。 

 本田委員、どうぞ。 

○本田委員 一言だけ。私みたいな一般の立場で参加させていただいていると、患者支援

がどうだとか、情報発信がどうだとか、そういうところについては私なりの考えで評価も

することができるのですけれども、今、話題になっている世界で初めての成果は、それが

すごいすばらしい世界で初めてなのか、小さな世界で初めてなのかというのは、恐らく自

分では評価ができない。 

 結局、ディスカッション、インタビューしているときに専門の先生方が、例えば私がこ

れは世界ですごい初めてなのですかと聞いても、その答えが判断できないこととかもよく

あることだと思うので、お願いなのですけれども、専門の先生が私にもわかるような厳し

い突っ込みを入れていただくと、私のような人間も判断がしやすくなるので、そこはぜひ、

よろしくお願いします。 

○永井会長 内山委員、どうぞ。 

○内山委員 本当に難しいと思います。花井委員から始まって本田委員まで、個人的には

Ｓをつけたい質問だと思います。だけど、これにのっとるとＢの御意見ということになる

と思いますが、医学の世界はすごくファジーな部分があって、確かにがんセンターで始め

られているように、画像検査などをAIでやられるみたいな評価の方法だと出るかもしれま

せんが、最後はやっぱり医療の分野は心と心なので、どうしても各理事長先生が発表して

いるときも心と心になってしまうところがあって、引きずり込まれてしまうのです。 

 どうしても最後はまたエンカレッジしたいというか、それぞれ皆さん運営費交付金が減

っている中でこんなに頑張っていますと言われると、そうだよなというところがあって、

極めて難しいところがあるというのが評価を本当にするときの立場です。特にエンカレッ

ジという部分をどうしても個人的にあるもので、今度、気をつけないといけないかなとい

う気はしていますけれども、頑張っているところでこんなに頑張ったのだと思うと、どう

してもＳにいってしまうところがあるので、厚労省のＳはほかに比べて甘いかもしれませ

んがというのを一言、厚労省につけていただいて御勘弁をということでやっていただけな

いか。ナショナルセンターの６つにはどうしても頑張ってもらいたいのです。 

 先ほども永井会長からもお話がありましたけれども、本当に強いところはあります。大
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学に比べると有利だな、いいなというところはありますけれども、あそこが頑張っている

ことが我が国の医学の進歩にもかなり貢献していると思うところがあるのです。これを言

いつつ、何とかまた、ことしはＢのほうに平均回帰するように何とか頑張ってあれします

けれども、なかなか難しいというのが個人的なあれです。 

 ただ、この考え方というのはよくわかりましたし、平成26年に比べて確実にＳも減って

きていると思います。 

 ことしの個人評価も、ある大阪のほうの法人からは結構Ｂが多くて、こんなに頑張って

いらっしゃるのにＢが多いのですねという個人的なコメントをこの前述べさせていただい

たのですけれども、きっちりとわかっていらっしゃってＢが多かったのだと思いますし、

いけいけどんどんの雰囲気のところはＳが多かったような気もします。 

 また、心してことしまた評価に臨ませていただきます。これはコメントです。 

○永井会長 どうぞ。 

○藤川委員 総合的な意見も言ってよろしいということだったので申し上げたいのですけ

れども、先ほど法人側はＢが基準だということをよく知っているのかというお話がありま

したけれども、私、幾つかの法人の監事をしているので、法人側のこともわかるのですが、

十分認知している。にもかかわらず、ＡやＳをつけるというのが現実であります。 

 一緒に監事をしている人などと何でかなということを話していたことがあるのですが、

皆さん、理事長を初めとして、今まで大変いい成績をつけられてここまで来た方々なので、

Ｂという評価がまず我慢できないのではないか。 

 だから、総務省が基準をつくったときにＡからＢに標準を変えましたね。そのときにＡ

にしておいてくれればよかったのにということを雑談的には言っておりますので、希望と

してまた基準を見直すときには、標準をＡにしてほしいということをお願いしたい。そう

すればもうちょっとＡが普通になるのではないかという気が何となくします。Ｂというの

が余りよくないという印象を持ってしまうので、そういうところも考えてほしいと思いま

す。 

○永井会長 深見委員。 

○深見委員 ちょうど私も同じ意見なのですけれども、PDCAサイクルを回すときに、頑張

っているときにＢと言われたら、やる気がなくなってしまうと思うのです。だから、人の

次のやる気を出すためにＡを標準にすべきではないかと思うのです。どうしてかというと、

今までの研究の成果といっても、Ｂというふうについたら悪い印象というのがしみ込み過

ぎてますね。ですから、ＡとＡ＋とＳというようなところでずっと来ている先生方等の中

で、これだけ頑張ってＢというのは受け入れがたいというものが本当にあると思うのです。 

 ですから、心理的にもっとPDCAをやっていくのだというのであったら、逆にそういう印

象をよくするというのも考えていくべきなのではないかと思います。 

 Ｂが浸透してきたといっても、それは省庁間の法人の評価の範囲で、例えばほかのとこ

ろでもそういうものが常識になっているかというと、逆に常識ではないところもまだ私は
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あると思います。だから、そういうものとのバランスまで考えて評価するなら、そこまで

標準化するならいいのですけれども、そこのところがまだ難しいという気はします。です

から、Ａを標準にしたほうがもっとやる気があっていいのではないですかと思います。 

○牧野政策評価官 法人の意欲の問題というのは、各法人からも指摘を受けているところ

でございまして、Ｂと言われると、こんなに頑張っているのにＢかというのが、法人の理

事長クラスだけではなく、職員全体の士気にもかかわるという御意見もいただいていると

ころでございます。 

 大変申しわけないのですけれども、これは総務省で定めた全省統一的な基準ということ

で、御意見としては貴重な意見だと思いますが、今回につきましては、済みません。指針

に沿った評価をぜひお願いしたいと思います。 

○永井会長 結果としてふえたというのであればよいわけですね。 

○牧野政策評価官 もちろん、Ｓ、Ａをつけていただくのは、もし本当にＳ、Ａに値する

のであれば全く構わないですし、ちゃんと理由がはっきりしているということが大切でご

ざいますので、その理由を明らかにする。もし、法人が説明不足であれば少し手を貸して

あげて、こう説明したらというアドバイスをいただくというのも一つの方法かと思います。 

 そういう意味で、本当に頑張って成果を出すことが認められるのであれば、そのあたり

の理由づけをきちんと引き出していただくというのもぜひ、お願いしたいと思います。 

○永井会長 評価を評価する方は、理由をよく読んでいます。何も書いてなくてＳ、Ａと

いうのはいささか認めがたいということなのだと思います。Ｓ、Ａをつける場合は、必ず

説得力のある理由を記載することが大事だと思います。 

 しかし確かにナショナルセンターは世界一流の病院と研究所があり、非常にたくさんの

優秀な職員が働いているわけですから、Ｓ、Ａがふえても不思議ではないと思います。そ

のあたりを勘案してきちんとした評価をしていただければと思います。 

 よろしいでしょうか。議論は尽きないと思いますが、そういたしますと、次に議事の４

の「その他」でございます。これは、国立研究開発法人審議会に設置されています部会へ

の所属についてであります。国立研究開発法人審議会令第５条第２項で「部会に属すべき

委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する」とございます。 

 後日、それぞれの部会に所属される委員を指名させていただきます。事務局から連絡い

たしますので、その点、御了承いただければと思います。 

 よろしいでしょうか。予定した議題は以上でございますが、最後に委員の皆様方から御

質問、御意見等ありましたら御発言、お願いいたします。 

 よろしいでしょうか。では、最後に今後のスケジュールについて、事務局から説明をお

願いいたします。 

○今川厚生科学課長補佐 それでは、今後のスケジュールについて御説明申し上げます。 

 先ほど厚生科学課長のほうからありましたように、８月２日にそれぞれの部会が開催さ

れる予定になってございます。 
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 それで、NCの部会につきましてはその後２回ほど開催予定となってございます。それぞ

れの部会の開催については、正式な御案内を後日させていただくということになってござ

いますので、よろしくお願いします。 

 先ほど会長からございましたように、部会の所属につきましても、あわせて御連絡させ

ていただくということになってございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○永井会長 ありがとうございました。 

 それでは本日はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。 


